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３次募集開始

■対象経費

　　　　　　　　　　　　※一般事業については、10月中旬に審査会を開催し10月下旬に採否を決定する予定です。なお、事業説明の方法は問いません。
　(例：申請書に沿った口頭での説明、写真等のアイテムを用いた補足説明、PowerPointの資料を使ったプレゼン形式の説明等)

 常勤職員の人件費、事務所賃借料や光熱水費等の団体運営に要する経費や寄附金、飲食費等は対象外です。
 また、申請団体の役員が代表を務める会社への支出も対象外です。　（※交付要綱別表第１参照）

令和４年度 高知県豊かな環境づくり総合支援事業費補助金

　「高知県環境基本計画第五次計画」の方向性に沿った県内で行う取組であり、次の３つの基本
戦略のいずれかに資する事業を募集します。　  ※交付決定後に事業着手するものであり、令和4年度内に事業が完了するもの

　（１）地球温暖化への対策　　（２）循環型社会への取組　　（３）自然環境を守る取組

詳しい内容及び応募様式は、高知県 林業振興・環境部 自然共生課ホームページ
　　https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030701/2016032300122.html  をご覧ください。

注
意

■事業概要

一般事業
 のみ対象

備品購入費  １件の取得額が10万円（コンピューターについては２万円）以上の物品

委託料  事務、調査、施設管理、パンフレット制作等の委託に要する経費

工事請負費  補助事業者が発注者となる工事の支払いに要する経費

報償費  講師・アドバイザー等への謝金等

旅費  事業の実施に要した経費の弁償、講師等の移動に要する経費等

需要費  コピー用紙・トナー等の消耗品費、ガソリン等の燃料費、印刷製本費等

役務費  郵送代、振込手数料、広告料、傷害保険料等

使用料及び賃借料  会場・機材・車両等の使用料・賃貸料等

負担金補助金  事業の遂行を育成・助長するための研修に係る受講費用等

その他  上記のほか、知事が必要と認めるもの

　 一般事業 ステップアップ事業

対象事業
上記の３つの基本戦略のいずれかに資する

ハード事業又はソフト事業
令和５年度に一般事業を実施するために
必要となるソフト事業（研修会等）

補助率等 定額 ・ 10万円以上 50万円以下 定額 ・ 20万円以下

補助事業者

高知県内の次のいずれかに該当する団体
(1) 公益社団法人又は公益財団法人
(2) 県内で特定非営利活動を行う特定非営利活動法人
(3) 地球温暖化防止県民会議の会員(市町村を除く)又は同会員が代表構成員となる実行委員会
が事業主体となり、地球温暖化防止県民会議幹事会において適当であると認められた事業を行うも
の
(4) 地域の多様な主体から構成された協議会
(5) 非営利の任意団体で規約等が定められており、継続的な活動が行われている団体又は構成員
が継続的に行っている活動を引き継いで設立された団体

審　査 審査会（申請者による事業説明・質疑応答） 書面審査（随時）

募集締切 【３次募集】　令和４年９月30日(金) 令和４年12月26日(月)
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一般事業

高知県豊かな環境づくり総合支援事業費補助金

一般事業の実施を目指した研修会などを助成
ステップアップ事業

【地球温暖化への対策】

【循環型社会への取組】　 【自然環境を守る取組】

下記のような取り組みを支援しています

高知県環境基本計画第五次計画　３つの基本方針とは？

　「高知県環境基本計画第五次計画」の方
向性に沿った県内で行う取組であり、次に
掲げる３つの基本戦略のいずれかに資す
ると認められるハード事業又はソフト事業
が対象となります。

　過去に採択となった事例についても、こち
らで紹介しています。

　高知県環境基本計画第五次計画では、目指すべき将来像を「８４の森・柚子の里・アユ踊る
清流、そして、ウミガメが訪れる海～次世代につなごう！高知家の営み～」　として、環境の保
全及び創造に取り組むための基本的な方向性を示しています。

　この将来像の実現のため、「脱炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」という３つの視点か
ら具体的なイメージを基本方針としてまとめたものが、３つの基本方針です。恵み豊かな環境
の保全と活用による持続可能な「高知家の営み」の実現に向けて、取組を進めていきます。

　翌年度に一般事業の実施を目指すため
に必要となる、研修会等のソフト事業を支
援します。

　こちらも、３つの基本戦略のいずれかに
資すると認められるものが対象となります。

【自然環境を守る取組】
東洋町ブルーカーボン・イノベーション研究会
（R3年度）

ブルーカーボン地域作り
講演事業

特定非営利活動法人仁淀川お宝探偵団
（R2年度）

仁淀川をいっぱい
感じよう！

高知県地球温暖化防止活動
推進員連絡会（H27年度）
地域における電力自由化に向
けた「エネルギーの学校」協働
取り組み事業～電力自由化に
備えて「選ぶ目」を持とう！～

「地球村」高知（H26年度）

環境教育プログラムの開発と実
践～小学校における環境教育
～「生ゴミダンボールポストと緑
化学習」


